
協議事項２ 
第 11 期第 1 回代表者会議・第 2 回理事会 各学童意見報告書 

平成 28 年 8 月 20 日 

種類 学童名 項目 その理由 代替案等 執行部見解 

Ⅰ 待遇 

二日市北学童 長期休みのアルバイトの配置について 

・学生アルバイトの手配が困難 

・アルバイトを頼める学生をそもそも知らな

い 

・事務局への面接等の手間などの問題がある 

・ＮＰＯ法人として、保育系大学に求人

を依頼する 

・アルバイトの面接について、事務局へ

の交通手段の確保が必要 

・保育系短大・大学には求人をしているが応

募が無い 

・事務局は、西鉄桜台駅から徒歩 8 分である。

事務局での面接は不可欠である 

二日市北学童 
指導員の緊急時の代替指導員の確保が困難 

 

・人員不足のため 

・代替指導員が、どこの学童に入っているの

かが分からないので、手当り次第の連絡にな

る 

・退職した職員へ代替登録職員の要請を

お願いする  

・代替指導員の定年を延長する 

 

・どこの学童に入っているのかわかるよ

うに一覧表があれば、連絡を入れやす

い 

・専務理事が対応済 

 

・平成 28 年 4 月 1 日より労働基準局の指導

により 65 才定年とした 

・検討する 

阿志岐学童 特別加配申請を行うかどうか検討中 

現在、手帳をお持ちのお子さん 1 名に加

配指導員が 1 名ついている。他児との関わ

りの中で手が出ることもあるため目が離せ

ない状況である。 

それ以外に支援を必要とするお子さんが 4

名在籍しており(月報に記載)、指導員の手を

個別に必要としている状況である。 

通常時の様子に加えて夏休みの状況を鑑

みて 7 月・8 月の月報に“気になる子”と

して新たに 4 名記載する予定である。 

一人ひとりの言動が全体の流れを乱してし

まったり他児への影響が出てしまっている

状況なので、少しでも子どもを見る目を増

やすことで子どもの状況の把握・対応がで

きるのではないかと考えている。 

特別加配申請で非正規1名増の対応をお

願いしたいと考えている。 

特別加配申請を行う時には保護者会に

諮り、具体的な要望書を作成する予定。 

近日中に、保育状況などの現状把握のため

に、専務理事が視察に行く 

吉木学童 

労働条件について（実態） 

10 時出勤の日に延長従事者は時間調整（勤務時間を 7 時

間にするため）のために 2 時間休憩を定められているが、

この 2 時間の費やし方に苦慮している。本来は通常 1 時

間の休憩後、速やかに現場で業務にあたりたいのだが、定

められた休憩時間をとらないと放棄したことになる。元々

休憩場所はない上に、2 時間過ごす場所もなく、無駄にガ

ソリンを使って時間を潰している。 

昨年 4 月当初、延長保育を導入する際にこの

提示はなく、10 時出勤の日の延長従事者も 1

時間の休憩で 1 時間の超勤という処理だっ

た。年度途中の 11 月頃から導入されたが実

態は左記の内容である。 

この意見は実態を周知して頂くための

ものなので代替案等はない。 

 

2 時間休憩については、第 10 期第 3 回定例

理事会（平成 27 年 10 月 17 日）に於いて審

議可決され、その内容は、平成 27 年 10 月 23

日の法人研修で、全職員に周知している。 

 

休憩場所については、パソコン室などを整理

整頓して、休憩室の確保をお願いしたい、と

指導員に伝えている 
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山家学童 

指導員に賞与がないのでそれに代わるような手当などが

つけられないだろうか 

 例 酷暑手当等 

働いている(預けている)保護者は、ほとんど

の人がボーナスを貰っているのに指導員に

はそれがない為申し訳ない気がする。 

 

8 月に指導員による待遇改善プロジェクトチ

ームを発足したので、労使間の協議事項とし

たい 

Ⅱ 施設 

二日市北学童 運動場のフェンスについて 

運動場横の道路に面しているフェンスが低

いため、ボールがフェンスを越えて通行人や

バイク、車などに当たる。実際、5 月 18 日

（水）にもボールがフェンスを越えて車のフ

ロントガラスに当たり傷をつけた。保険や保

障問題の発生により、学校と協議をした結

果、行政に働きかける事になった。 

6 月 16 日（木）に文教福祉常任委員会行

政視察団の方が二日市北学童に視察に

来られた際、市議会議員にも伝えている

が、未だフェンス着工がなされていな

い。 

再度、ＮＰＯ法人を通して、市に要望を

お願いしたい。 

市教委に進捗状況を確認したところ、フェン

スは学校施設のため、学校と協議中との回答

あり 

二日市北学童 
トイレの増設について 

 

男女共用のトイレで、各部屋に個室の便器は

2個しかなく、いつも満員。高学年の児童は、

男女が同じトイレを使用する事に抵抗があ

る。特に女児は、生理の問題もある。また、

男児用小便器もなく、男児は個室のトイレで

小便を済ませているため、いつも尿で汚れて

いる。その為、指導員は 1日に何度もトイレ

掃除をしなければならず、保育に支障を来

す。 

6 月 16 日（木）に文教福祉常任委員会行

政視察団の方が二日市北学童に視察に

来られた際、市議会議員にも伝えてい

る。また、毎年、施設補修工事で要望書

の提出をしていますが、再度、ＮＰＯ法

人を通して、市に要望をお願いしたい。 

市教委に進捗状況を確認したところ、市教委

で検討中との回答あり 

二日市北学童 
学童室②の室内温度について 

学童室の壁の補修について 

学童②の部屋ですが、プレハブ建ての為、

エアコンが効かず、室内にいても熱中症の

症状を訴える児童が数名いる状況。経口補

水液で対応するが、対症療法でしかないた

め解決には至らない。壁の老朽化によっ

て、壁の隙間から部屋にムカデやアリが侵

入して来る。 

・屋根裏に、断熱材を入れてほしい。 

・壁の補修についても、毎年、施設補修

工事で要望書の提出をしていますが、再

度、ＮＰＯ法人を通して、市に要望をお

願いしたい。 

・要望していく 

・継続的に要望している 

山口学童 

・ロッカーが壊れている 

・トイレの水が溜まらない 

↑入り口ドアの開閉がしにくい 

危ない、何度言ってもなおらない 修繕をお願いします ・引き続き要望していく 

・都度、市役所に連絡している 

Ⅲ その他 

山口学童 

・おやつの件 

（手作りおやつ） 

・延長の子向けのおやつ（軽食）が必要ではないか。 

・少なすぎ 

 

・お腹が減る 

おにぎりやパン、バナナなど少しお腹に

たまるものを出してほしい 

クラブ運営費、児童育成費は児童 1 名あたり

の単価は、全学童同じである。 

平成 28 年 4 月の主任者会議で説明した内容

の範囲で考えるように、指導員に伝えている 

二日市学童 

学童保育の利用に関して、保護者の勤務時間帯・日数等を

考慮する必要がある 

施設利用人数を超過しており、安全を確保す

るためには入所制限が必要である。 

ガイドラインに入所要件、待機児童対応につ

いての記載はあるが、現在のところ実施され

ていない。 

入所要件の精査  


